
 

「宇都宮市不法投棄未然防止推進計画」の策定について 

 
 
１ 策定の目的 
循環型社会構築の障害となる不法投棄については，これまでも様々な対策を講じて

地域の良好な環境保全のための体系的な取組が必要であることから，不法投棄の未然

業を総合的に推進するため策定するもの 
 
２ 計画の期間 
   平成１９年度から平成２１年度までの３か年計画 
（ただし，可能な取組については，本年度から実施する。） 

 
３ 策定経過 
平成１８年 ３月～６月   取組事例等調査 

５月～９月   策定部会において検討 （４回開催） 

策定委員会において検討（２回開催） 

        １１月      宇都宮市廃棄物減量等推進審議会において報告 
 
４ 計画の内容等 

・「宇都宮市不法投棄未然防止推進計画 概要」 （別紙１） 

 
５ 今後のスケジュール 
平成１８年 １１月～  市民，関係機関等への周知 
平成１９年  ２月   関係機関等で構成する（仮称）宇都宮市不法投棄未然防止

４月～  計画の推進 

 

 

平成１８年１１月２４日

環境部 廃棄物対策課
きたところであるが，

防止に関する施策・事

連絡協議会の設置 


